
秘密の保全に関する特約条項

(乙の一般義務 )

第 1条  乙は、主たる契約条項に基づく秘密の保全に関しては、この特約条項に定める
ところにより秘密保全の万全を期さなければならない。

2 乙は、乙の従業員、下請負を行 う場合においてはその相手方 (以下 「下請負者」 と
い う。)その他甲により秘密の表示のある秘密に属する文書又は図画 (以下「特定資料」

とい う。)又は秘密の指定のある秘密に属する物件 (以下 「特定物件」 とい う。)を取
扱 う場所への立ち入 りが許可された者の故意又は過失により秘密が漏えいしたときで

あっても、その責任を免れることはできない。

(送達 )

第 2条  甲は、特定資料又は特定物件を乙に交付するときは、当該特定資料又は当該特
定物件に秘密の表示を付すとともに、当該特定資料又は当該特定物件を乙に交付する

旨を記載 した文書を添えて、送達するものとする。

2 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該
当するときは、甲は、秘密の表示に加え、当該各号に定める表示を付すものとする。

ただ し、既にNATO CONFIDENTIAL 又は NATO RESTRI
CTEDの 表示が付 されているものについては、改めて当該表示を付すことを要 しな
い 。

(1)米国秘密軍事情報 (秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国
政府 とアメリカ合衆国政府 との間の協定第 1条 (a)に規定する秘密軍事情報であ
つて、アメリカ合衆国政府から受領 したものをい う。第 6条第 2項第 1号において

同じ。) 米国政府
(2)北大西洋条約機構秘密情報 (北大西洋条約機構から受領 した情報又は資料であっ
て、情報及び資料の保護に関する日本国政府 と北大西洋条約機構 との間の協定第 1

条 (■ )に規定する秘密の指定を受けているものをい う。第 6条第 2項第 2号にお
いて同じ。)

NATO CONFIDENTIAL 又は NATO RESTRICTED
(3)仏国秘密情報 (情報の保護に関する日本国政府 とフランス共和国政府 との間の協
定第 1条 aに規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領 したものを
い う。第 6条第 2項第 3号において同じ。) 仏国政府
(4)豪州秘密情報 (情報の保護に関する日本国政府 とオース トラリア政府 との間の協
定第 1条 aに規定する秘密情報であってオース トラリア政府から受領 したものをい

う。第 6条第 2項第 4号において同じ。) 豪州政府
(5)英国秘密情報 (情報の保護に関する日本国政府 とグレー トブ リテン及び北アイル
ラン ド連合王国政府 との間の協定第 1条 aに規定する秘密情報であって、グレー ト
ブ リテン及び北アイルラン ド連合王国政府から受領 したものをい う。第 6条第 2項

第 5号において同じ。) 英国政府
(6)イ ン ド秘密軍事情報 (秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本
国政府 とイン ド共和国政府 との間の協定第 1条 aに規定する秘密軍事情報であって、
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イン ド共和国政府から受領 したものをい う。第 6条第 2項第 6号において同じ。)

イン ド政府

(7)伊国秘密情報 (情報の保護に関する日本国政府 とイタリア共和国政府 との間の協
定第 1条 aに規定する秘密情報であって、イタリア共和国政府から受領 したものを

い う。第 6条第 2項第 7号において同じ。) 伊国政府
(8)韓国秘密軍事情報 (秘密軍事情報の保護に関する日本国政府 と大韓民国政府 との
間の協定第 2条 (a)に規定する秘密軍事情報であって、大韓民国政府から受領 し
たものをい う。第 6条第 2項第 8号において同じ。) 韓国政府
(9)独国秘密情報 (情報の保護に関する日本国政府 とドイツ連邦共和国政府 との間の
協定第 1条 (a)に規定する秘密情報であって、 ドイツ連邦共和国政府から受領 し
たものをい う。第 6条第 2項第 9号において同じ。)独 国政府
(10)瑞国秘密情報 (防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府 とスウェーデン王
国政府 との間の協定第 4条に基づく防衛装備品及び技術に係る情報保護に関する日

本国防衛省 とスウェーデン王国を代表する国防装備庁 との間の取決め第 1項 に規定

する秘密情報であって、スウェーデン王国政府から受領 したものをい う。第 6条第
2項第 10号において同じ。)瑞 国政府
(特定資料の保全措置 )

第 3条  乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等の うち、特定資料を秘密
の取扱いの業務に従事する者 (以下 「関係社員」とい う。)以外の者に供覧してはなら
ない。

2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧 してはなら
ない。

(特定物件の保全措置 )

第 4条  乙は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期 して、関係社員以外の
者に供覧してはならない。

2 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはなら
ない。

(特定資料及び特定物件の複製等 )

第 5条  乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製若 しくは製作
し、又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績表等の複製、製作若 しくは写真撮影

をする場合は、あらかじめ、甲の許可を得なければならない。

2 乙は、主たる契約又は前項の甲の許可により特定資料の複製若 しくは製作又は特定
物件の設計資料、見取図、試験成績表等の複製、製作若 しくは写真撮影をする場合は、

あらかじめ、実施の細部について甲と協議 し、甲又は甲の代理者の立会の下、行わな

ければならない。

3 第 1項 に規定する特定資料及び特定物件の複製等において完成に至 らなかったもの
は、甲の指示に従い、秘密 として探知することが困難 となるよう、焼却、粉砕、細断、

溶解、破壊等の方法により、確実に破棄 しなければならない。

(秘密の表示等 )

第 6条  乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作 したときは、これらに秘密、登録
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番号等の表示を付さなければならない。

2 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該
当するときは、乙は、秘密、登録番号等の表示に加え、当該各号に定める表示を付 さ

な けれ ば な らな い 。 た だ し、既 に NATO CONFIDENTIAL 又 は

NATO RESTRICTEDの 表 示 が付 され て い る もの につ い て は 、 改 め て 当該

表示を付すことを要 しない。

(1)米国秘密軍事情報 米国政府
(2)北大西洋条約機構秘密情報 NATO CONFIDENTIAL 又は

NATO RESTRICTED

(3)仏国秘密情報 仏国政府
(4)豪州秘密情報 豪州政府
(5)英国秘密情報 英国政府
(6)イ ン ド秘密軍事情報 インド政府
(7)伊国秘密情報 伊国政府
(8)韓国秘密軍事情報 韓国政府
(9)独国秘密情報 独国政府
(10)瑞国秘密情報 瑞国政府
(実施報告 )

第 7条  乙は、特定資料若 しくは特定物件を接受、複製、送達、製作若 しくは甲からの
指示により破棄 したとき、又は第 5条に規定する特定物件の設計資料、見取図、試験

成績表等を複製、製作若 しくは写真撮影をしたときは、速やかに、甲に対 し、その旨

を書面により報告 しなければならない。

(立入禁止措置 )

第 8条  乙は、特定資料又は特定物件が取 り扱われている場所について、立入 りを禁止
しなければならない。

2 前項の規定により立入 りを禁上 した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立
ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁上に必要な措置を講 じなければならない。

3 乙は、関係社員以外の者を、みだ りに第 1項に規定する場所に立ち入 らせ、又はそ
の付近に必要以上に近づかせてはならない。

4 乙は、関係社員に対 しても、作業に必要な限度を超えて、第 1項に規定する場所に
立ち入 らせてはならない。

(秘密保全規則 )

第 9条  乙は、社 (工場)内における秘密の保全を確実に行 うため、この特約条項締結
の日から 1箇月以内 (着工の時期が 1箇月以内に到来するときは、着工の日まで)に
秘密の保全に関する規則を作成の上、甲の確認を受けるものとする。ただし、その規

則が既に作成 され、甲の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限 り、届出

をすれば足 りる。

2 乙は、前項により甲の確認を受けた秘密の保全に関する規則を変更するときは、あ
らかじめ、甲に届出なければならない。

(特定資料等の返却等 )
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第 10条  乙は、甲が交付 した特定資料及び特定物件並びに第 5条の規定により複製、
製作又は写真撮影をしたすべての資料を契約終了後、直ちに、甲に返却 し、又は提出

しなければならない。

2 乙は、契約履行中であっても、前項の資料に秘密指定の条件 として示 されている秘
密の指定期間が満了した場合は、直ちに、当該資料を甲に返却 し、又は提出しなけれ

ばならない。

(検査 )

第 11条  乙は、秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備 し、毎月 1回以上秘密の保全状
況について点検を行い、甲又は甲の代理者の検査を受けなければならない。

2 甲又は甲の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行 うほか、秘密の
保全の状況を検査 し、又は必要な指示を乙に与えることができる。

(保管状況報告 )

第 12条  乙は、毎年 6月 末 日及び 12月 末 日現在の特定資料及び特定物件の保管の状
況を甲に報告 しなければならない。

(特定資料又は特定物件を取扱 う場所の新設等 )

第 13条 乙は、特定資料又は特定物件を取 り扱 う場所を新設 し、又は変更するときは、
あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。

(事故発生時の措置 )

第 14条  乙は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生 し、又はそれ らの疑い若 し
くはおそれがあったときは、適切な措置を講 じるとともに、速やかに、その詳細を甲

に報告 しなければならない。

2 甲は、別に定める秘密保全の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求
することができる。

(保全教育 )

第 15条  乙は関係社員に対 し年間計画を立て保全教育を実施 しなければならない。
2 乙は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特約条項
締結の日から1箇月以内 (着工の時期が 1箇月以内に到来するときは、着工の日まで)

に甲の確認を受けなければならない。ただ し、その内容等が既に甲の確認済みのもの

であるときは、特別の指示がない限 り、届出をすれば足 りる。

3 乙は、前項の規定により甲の確認を受けた事項に変更がある場合には、あらかじめ、
甲の確認を受けなければならない。

4 乙は、毎年、甲が指示する時期に、保全教育の実施状況を、甲に報告 しなければな
らない。

(下請負 )

第 16条  乙は、特定資料の複製若 しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実
験、調査研究、複製等を第二者に下請負 させてはならない。ただし、やむを得ず下請

負を行 う場合は、あらかじめ、甲に対 し、下請負の相手方、契約内容、秘密保全の手

段等を記 した書面を添え、甲の許可を得なければならない。

2 前項の規定により下請負を行 う場合において、下請負者は、防衛省 と秘密の保全に
関する規定を含む契約を結んでいる者でなければならない。
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3 第 1項の規定により下請負を行 う場合において、物件の輸送、施設の警備その他秘
密の内容を知 り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規定する防

衛省 との契約を要 しない。

4 第 1項及び第 2項の規定は、乙が部外の機関に品質システムの審査を委託する場合
に準用する。

5 乙は、第 1項に規定する場合を除き、特定資料又は特定物件を第二者に提供 しては
ならない。

(契約の解除 )

第 17条 下請負者の責に帰すべき事由により、甲が当該下請負者 との契約を解除する
場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。 この場合において、甲は乙に対 して

損害賠償の責を負わないものとする。

2 乙が下請負者 との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報 しなければなら
ない。

3 乙の責に帰すべき事由により、甲が乙との契約を解除する場合は、甲は乙の下請負
者 との契約を解除することができる。この場合において、甲は当該下請負者に対 して

損害賠償の責を負わないものとする。

(秘密の取扱いの業務の終了に伴 う措置 )

第 18条 事故の発生その他の事由 (第 10条の規定によるものを除く。)に より、甲
が、乙による特定資料の複製若 しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、

調査研究、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、乙

は、速やかに、甲の指示に従い、特定資料又は特定物件の返却、破棄その他の必要な

措置を講 じなければならない。

(その他 )

第 19条  この特約条項において、装備品等 (防衛省設置法 (昭和 29年法律第 164
号)第 4条第 13号に規定する装備品等をい う。)の調達に係る契約については、「装
備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について (通達 )」 (防経装第

19072号 26.12.24)第 1項の表に定めるとお り、また、建設工事等 (建

設業法 (昭和 24年法律第 100号 )第 2条第 1項に定める建設工事並びにこれに付
随する測量等の調査、設計及び監理その他の事業をい う。)の契約については、「建設
工事等に係 る秘密等の保全又は保護の確保について (通達 )」 (防整施 (事)第 12号
27.10.1)第 1項の表に定めるとお り、宇句を読み替えるものとし、契約書の

甲を発注者及び乙を受注者 として適用するものとする。
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